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１．広報関係資料 
モデル事業開始にあたり、地区への周知については以下のとおり。 

 
   平成26年1月 町会・自治会長会議にて事業説明 資料１ 

   平成26年9月  合同地区包括ケア会議にて周知  資料２ 

       同  月 各町会・自治会長会議、民生・児童委員会正副会長協議会

にて事業説明 資料３ 

      平成26年10月  区のおしらせ「せたがや」 資料４ 

砧地区社協だより発行 資料５ 

           あんしんすこやかセンター相談対象拡充のＰＲチラシ配

布開始 資料５ 

   平成26年12月7日  ＦＭ世田谷でモデル事業ＰＲ  
 
 
 
 
 
 
 
   平成26年12月14日  ＭＸＴＶでモデル事業ＰＲ 
 
 
 
 
 
 
 
   平成27年1月  モデル事業ＰＲをホームページで開始 資料６ 

   平成27年2月  ＰＲチラシリニューアルし、配布開始 
 

  

東京MXTV放送番組「魅せます！せたがや」  

テーマ「地域とつながる～自分らしく暮らしやすい世田谷」 

放送日時：平成26年12月14日（日）9：30～10：00（うち

14分間） 

 ※15日（月）よりYouTubeにてインターネット配信 

ＦＭ世田谷「世田谷通信1130区長の談話室」 

テーマ「住み慣れた地域で安心して暮らす！」 

放送日時：平成26年12月７日（日）11：30～12：00 

再放送 ：平成26年12月14日（日）11:30～12:00 
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資料１ 町会･自治会長会議資料 
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資料２ 合同地区包括ケア会議資料 
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資料３ 町会説明配布資料 
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資料４ 平成26年10月25日 区報地域版 
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資料５ 配布チラシ 

 
  

砧まちづくりセンター 

【表】 【裏】 

砧あんしんすこやかセンター 砧地区社会福祉協議会 
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資料６ ホームページの表示 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

●あんしんすこやかセンター TOP 

砧あんしんすこやか 
センターへリンク 

●砧あんしんすこやかセンター 

案内ちらし（PDF）へリンク 

案内ちらし（PDF）へリンク 

●案内ちらし（PDF） 
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資料７ ２７年度配布チラシ 

 
池尻地区  

【表】 【裏】 
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２．地域包括ケアシステムにおける三者の役割のイメージ 
 
 
地域包括ケアシステムにおける出張所・まちづくりセンターの役割のイメージ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出張所・まちづくりセンター 

三者連携 ○第６期高齢者保健福祉計画・介護

保険事業計画、第４期障害福祉計画、子

ども計画（第２期）等による計画的な基

盤の確保 
・住まい 
・医療と福祉の連携 
・保健福祉サービス 
・介護予防、健康づくり等 
・生活支援サービス等 

○区民に身近な相談支援 
○地区情報の発信、周知 
○地区における区民参加、地域活

動団体間の情報交換、連携の促進 
（地区情報連絡会等の取組

み、施設の活用等） 
○地区の防災対策 

 
【出張所・まちづくりセンターの

位置づけと取扱事務の検討】 

○地域ケア会議による地域の課題の

発見、把握と政策形成へ結びつけ 

○高齢、障害、子ども等の包括的・継

続的ケアマネジメントの推進（保

健･医療･福祉の一体的な提供） 

相談支援、地域づくりについて、三者が

これまで取り組んできたノウハウや地域の

人材や社会資源等を活かして、まちづくり

センターを拠点として連携することによ

り、地区の課題を地区で解決する力を高め

る。 

１身近な福祉相談の充実 

 

２地域の人材や社会資源の開

発・協働 

地域包括ケアシステムの構築（誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる地域社会の実現） 

地域包括ケアシステムの構築 
高齢者や障害者、子育て家庭など、支援を必要と

する人が、身近な地区で相談することができ、多様

なニーズに対応した保健、医療、福祉などのサービ

スが総合的に提供される、地域包括ケアシステムの
構築を目指す。 

地区の課題解決に対する区民、事業者、ＮＰＯ等の活動支援 
・区民が主体的活動を行える場の拡充 
・参加のプラットフォームづくり、地域課題の検討 

災害時要援護者支援ネットワークの形成 

三者の連携のための情報共有、調整等 

地域包括ケアの地区展開 
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地域包括ケアシステムにおけるあんしんすこやかセンターの役割のイメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域包括ケアシステムにおける社会福祉協議会の役割のイメージ 
 
 
 
 
 

あんしんすこやかセンター 

地域包括ケアシステムの構築（誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる地域社会の実現） 

○地域ケア会議によるケアマネジメント

力の向上と地域の課題の発見、把握 

○高齢者を中心とした包括的・継続的

ケアマネジメントの推進（保健･医

療･福祉の一体的な提供） 

○介護保険および区の保健福祉サービ

スの相談・申請受付 

○介護予防ケアマネジメント 
○権利擁護 

三者連携 

○第６期高齢者保健福祉計画・介護保

険事業計画、第４期障害福祉計画、子ど

も計画（第２期）等による計画的な基盤

の確保 
・住まい 
・医療と福祉の連携 
・保健福祉サービス 
・介護予防、健康づくり等 
・生活支援サービス等 

○地域ケア会議による地域の課

題の発見、把握と政策形成へ結
びつけ 

○高齢、障害、子ども等の包括的・継

続的ケアマネジメントの推進（保

健･医療･福祉の一体的な提供） 

地域包括ケアの地区展開 

相談支援、地域づくりについて、三者が

これまで取り組んできたノウハウや地域の

人材や社会資源等を活かして、まちづくり

センターを拠点として連携することによ

り、地区の課題を地区で解決する力を高め

る。 

１身近な福祉相談の充実 

２地域の人材や社会資源の 

開発・協働 

 

地域包括ケアシステムの構築 
高齢者や障害者、子育て家庭など、支援を必要とす

る人が、身近な地区で相談することができ、多様なニ

ーズに対応した保健、医療、福祉などのサービスが総

合的に提供される、地域包括ケアシステムの構築を目
指す。 

三者連携 ○第６期高齢者保健福祉計画・介護

保険事業計画、第４期障害福祉計画、子

ども計画（第２期）等による計画的な基

盤の確保 
・住まい 
・医療と福祉の連携 
・保健福祉サービス 
・介護予防、健康づくり等 
・生活支援サービス等 

○地域ケア会議による地域の課題の

発見、把握と政策形成へ結びつけ 

○高齢、障害、子ども等の包括的・継

続的ケアマネジメントの推進（保
健･医療･福祉の一体的な提供） 

相談支援、地域づくりについて、三者が

これまで取り組んできたノウハウや地域の

人材や社会資源等を活かして、まちづくり

センターを拠点として連携することによ

り、地区の課題を地区で解決する力を高め

る。 

１身近な福祉相談の充実 

２地域の人材や社会 

資源の開発・協働 

 

地域包括ケアシステムの構築（誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる地域社会の実現） 

地域包括ケアシステムの構築 
高齢者や障害者、子育て家庭など、支援を必要とす

る人が、身近な地区で相談することができ、多様なニ

ーズに対応した保健、医療、福祉などのサービスが総

合的に提供される、地域包括ケアシステムの構築を目
指す。 

○権利擁護 
○資金貸し付け 
○施設運営  
○生活困窮者の学習支援 
○ぷらっとホーム世田谷 等 

生活支援 

社会福祉協議会 

見守りネットワークの形成 

地区の課題解決に対する区民、事業者、ＮＰＯ等の活動支援 
・区民が主体的活動を行える場の拡充 
・参加のプラットフォームづくり地域課題の検討 

地域包括ケアの地区展開 

ふれあいサービス、サロン、ミニデイ 
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３．砧地区アセスメントミーティング検討資料

砧地区アセスメント 
ミーティング検討資料 

平成２６年９月 

砧まちづくりセンター 
砧あんしんすこやかセンター 
砧地域社会福祉協議会事務所 
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Ⅰ．はじめに 
  
世田谷区は利用者の利便性向上や地域との連携強化を目的として、あんしんすこやかセン

ターと出張所・まちづくりセンターの一体整備を進めている。これにより平成 26年 3月に砧
あんしんすこやかセンターは砧まちづくりセンター内に移転した。 
 また、世田谷区における地域包括ケアの地区展開についてのモデル事業を砧地区で実施す

ることになった。この事業では、あんしんすこやかセンターは相談支援対象を障害者や子育

て家庭等に拡充し、社会福祉協議会はまちづくりセンター内に活動拠点を設けて地区の福祉

的課題の把握や活動支援等に取り組む。まちづくりセンター・社会福祉協議会・あんしんす

こやかセンター三者の連携による地域支援への取り組みは重要課題である。 
 平成 26年 4月から、砧まちづくりセンター・社会福祉協議会・砧あんしんすこやかセンタ
ーは「地区アセスメントミーティング」を開催してきた。このミーティングでは、今後地域

支援を進めていくために砧地区を知ること、地区をアセスメントして地域課題を抽出するこ

と、各所における地域課題に対する取り組みの一助とするための方針・方策を検討すること、

さらにはこれらを通じて 3所の連携を強化することを目指した。 
 
 
○メンバー構成 
 砧まちづくりセンター 
 世田谷区社会福祉協議会 砧地域社会福祉協議会事務所 
 砧あんしんすこやかセンター 
 砧総合支所保健福祉課（第 2、3、4、5、7、8、9回） 健康づくり課（第 6回） 
 高齢福祉部介護予防・地域支援課（第 8回） 保健福祉部生活福祉担当課（第 8回） 
 副区長（第 8回） 
 
 
 
○開催経過 

回 開 催 日 内   容 
1 平成 26年 4月 10日（木） ミーティングの目的・進め方の確認 

アセスメント項目の設定 
2 平成 26年 4月 22日（火） アセスメント項目・住宅地図 

        ・町会自治会エリア 
        ・民生委員担当エリア 

3 平成 26年 5月 13日（火） アセスメント項目・人口（総人口・丁目ごとの年齢別人口や経年
変化など） 

        ・サービス対象者（手帳所持者・介護認定者） 
        ・高齢者関連施設、サービス 
        ・医療機関 
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4 平成 26年 5月 29日（木） 社会福祉協議会より方針説明 
アセスメント項目・ふれあい、ふれあい子育て事業実績 
        ・地域支え合い活動（ﾐﾆﾃﾞｲ等）実績 
        ・スポーツ関連資源 

5 平成 26年 6月 12日（木） アセスメント項目・集まれる場所 
        ・砧地区ならではの特徴 

6 平成 26年 7月 1日（火） アセスメント項目・サロン、ミニデイ 
        ・子ども関連（健康づくり課より） 
        ・砧地区の歴史 

7 平成 26年 7月 22日（火） アセスメント項目・砧地区の歴史（昭和以降） 
        ・子ども関連、障害関連サービスのマッピング 

8 平成 26年 8月 19日（火） 副区長より今後の事業の考え方について説明 
アセスメント項目・安全・安心（防災等） 

・まとめ 
・10 月以降のまちづくりセンター、社会福
祉 協議会、あんしんすこやかセンターの

連携イメージ 
9 平成 26年 9月 17日（水） 社会福祉協議会より 10月以降の職員の取り組み等説明 

アセスメント項目・8回までのアセスメント項目の見直し、 
対応策 

        ・定例連携会議について 
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Ⅱ．砧地区の現況報告 

 
注意事項 
【１】主観的・不確定事項は記載しておらず、客観的事実から出た意見をまとめている。 
【２】用語について、「砧地区」は砧・大蔵・岡本・砧公園を、「砧」は町名を指している。 
【３】対応策の丸で囲んだ数字は課題の数字とリンクしている。 

 

１．砧地区の地理的特徴                                    

（１）概要 

砧地区は世田谷区南西部、砧地域南東部に位置し、住宅地と緑地・農地が融合している

地区で、地区面積 3.77K㎡は世田谷区内で４番目の広さである。国分寺崖線や砧公園、大

蔵運動公園が立地し、緑豊かなまちを形成している。また、国分寺崖線により土地の傾斜

が厳しくなっている箇所があり、地区全体としても起伏が激しい。 

砧地区北部、祖師谷地区との境には小田急線が通っており、祖師ヶ谷大蔵駅がある。祖

師ヶ谷大蔵駅周辺には商店街が並び、活気付いている。主要な道路としては世田谷通りが

地区中心を東西に横断しており、環状八号線や東名高速も通っている。 

砧が住宅密集地域である一方で、大蔵・岡本は住宅と農地等が混在している。砧、岡本

では集合住宅が増加傾向にある。また、大蔵には大蔵住宅という大規模な公的団地がある。 

砧地区には NHK技術研究所、世田谷清掃工場、世田谷美術館、成育医療研究センター、

日本大学商学部、総合運動場などさまざまな大規模施設が立地している。 

 

（２）強み 

①公園や文教施設が充実 

砧公園などの大規模公園や総合運動場、世田谷美術館があり、地域住民のリフレッシュ

や学びの場となっている。また、砧公園・大蔵運動公園一帯は広域避難場所として指定

されているので防災面の強みともいえる。 

②交通利便性の高さ 

小田急線、環状八号線、世田谷通り、東名高速などが通っているため、地区としての交

通利便性は高いといえる。 

③地域資産 

25年度に地域風景資産に選定された愛宕山、妙法寺をはじめ、地域の資産となりうる風

景が数多く存在している。 

 

（３）課題 

①交通利便性の格差 

砧は祖師ヶ谷大蔵駅、もしくは世田谷通りのバス等交通に関して充実している。一方、

岡本、大蔵は公共交通機関としてはバスのみであり、必ずしも十分とはいえない。地理

的にも国分寺崖線をはじめ地域によっては起伏に富んだ環境もあり生活圏が急激に狭

まる。 
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②地理的災害リスク 

地区一部では古い住宅が多く、住宅密集地域もあることから、地震の際倒壊や延焼火災

等の可能性がある。また、河川や国分寺崖線付近など、水害、土砂災害への対応も必要

となる。 

③地域資産の保全 

数多く残る地域の風景、緑・自然をどのように残していくかが今後の課題である。 

 

（４）対応策 

 ①交通利便性格差の解消 

交通不便地域へのコミュニティバスを導入する。町会・自治会単位で移送手段をつくっ

ていくことも考えられる。 

また、移動販売や宅配、配達、ネットスーパー等に関する情報提供をすることで不便を

強いられている区民をフォローしていく。 

 ②災害リスクの解消 

  住宅密集地であり、地理的災害リスクが高いところや道路が狭いところもあり、道路の

整備が必要と思われる。地区独自のハザードマップの作成により危険度を周知していく。

また、耐震支援の周知等をしていく。 

③-1地域資産のPR 

 地区かるた・すごろくなどを活用し、地区内・地区外へPRしていく。 

③-2資産保護の担い手づくり 

 資産保護の継承をしていく。地元の人だけでなく、興味のある人たちが集まり、そうい

った団体が守っていくということも考えられる。 

  


